
 

本年９月に長期給付に係る 

掛金率が引上げられます 
 

 

 

平成２６年に行われた地方公務員共済年金における財政再計算により、平成２７年９月に 

長期給付に係る掛金率は、次のとおり引上げられます。 

 

 （単位：‰） 

区分 ～平成２７年８月  平成２７年９月 

給 料 に 

対する割合（注） 
１０５．７７５ 

 
１０７．９８７５ 

（＋２．２１２５） 

期末手当等に 

対する割合 
８４．６２ 

８６．３９ 

（＋１．７７） 

（注）給料に係る掛金を算定する場合、掛金率を基本給に乗ずることになっています。

したがって、諸手当を除いたものに掛金率が乗じられることとなりますので、給料

に対する割合は、期末手当等に対する割合と異なります。 

 

※ 長期給付に係る掛金率は、地方公務員共済組合連合会定款で定めています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）平成２７年１０月以降の厚生年金保険に係る保険料率【本人負担分】 

改定時期 
保険料率（‰） 

【本人負担分】 

平成 27年 10月 86.39 

平成 28年 9月 88.16 

平成 29年 9月 89.93 

平成 30年 9月 91.50 

（注）被用者年金一元化に伴い、地方公務員共済年金にも標準報酬制が導入され、毎

月の標準報酬に対する保険料率と期末手当等に対する保険料率が同一になります。 

 

 

 

※平成 26年に行われた財政再計算に係る情報については、地方公務

員共済組合連合会のホームページに掲載しております。どうぞご覧

ください。 

http://www.chikyoren.or.jp 

 

被用者年金一元化に伴い、平成２７年１０月１日に地方公務員も厚生年金の被保

険者となり、あわせて、平成２７年１０月以降の厚生年金保険給付費に充てるた

めの保険料率が、被用者年金一元化法及び厚生年金保険法において下記のとおり

定められました。また、新たに「年金払い退職給付」の創設に伴い当該保険料の

負担をしていただくことになります。 


